
 

件  名  人権教育の推進について  

提出理由  
 学校等における人権教育推進のため、県が今年度に行った取組のう

ち、新たな取組について、別紙のとおり報告します。  

概  要  

 

１ 児童虐待事案への対応  

 （１） 児童虐待に係る県立学校での通告・通報事案の把握・支援  

 （２） 県立学校への訪問支援  

 （３） 庁内の連携と研修の実施  

 （４） 成果と課題  

 

２ 性の多様性を尊重する教育の推進  

 （１） 教職員向けリーフレットの作成・配布  

 （２） 対応状況調査  

 （３） 今後の課題  

 

３ 埼玉県ケアラー支援条例に係る取組  

 （１） 周知  

 （２） 課題  

 

４ 新型コロナウイルス感染症による偏見や差別の防止  

 

 

  （人権教育課）  
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人権教育の推進について 
   

１ 児童虐待事案への対応 

 県内児童相談所における虐待相談対応件数は毎年増加し、児童虐待の背景も複

雑化しており、求められる学校の対応も多様になってきている。また、児童虐待

対応は、教育機関のみで完結せず、必ず福祉機関等と連携した対応が取られるた

め、学校に対して福祉機関との連携等に係る支援を行う必要がある。 

 

(1) 児童虐待に係る県立学校での通告・通報事案の把握・支援 

ア 経緯 

 令和元年５月９日付けで文部科学省から出された「学校・教育委員会等向け

虐待対応の手引き」では、（学校は）必ず児童相談所、市町村虐待対応担当課

等への通告後、速やかに設置者である教育委員会等設置者にも通告したことや

通告内容、通告先からの連絡事項等を連絡することとされている。このことに

則して令和２年度から県立学校が行った児童虐待の通告・通報事案に係る事実

関係を把握し、当該県立学校の適切な対応に資するための支援を行うこととし

た。 

※「通告」は児童相談所、市町村（虐待対応担当課）に行うもの、「通報」は

警察に行うもの。 

 

イ 対応状況 

 県立学校が児童虐待に係る通告・通報を行った場合には、児童生徒の基本的

な情報や、通告・通報先、家庭の様子を含めた事案の内容について人権教育課

（企画・児童虐待対応支援担当）に報告される。 

 人権教育課では、報告の受領を契機として、当該県立学校が適切に対応でき

るように必要な確認や助言・情報提供を行っている。また、児童相談所の一時

保護処分に伴う当該児童生徒の出席の取扱いなど助言を必要とする場合が多い

ため、通告・通報後の対応についての相談にも応じている。 

 そのほか、通告・通報をしない場合であっても、保護者対応を含め、相談に

応じている。 

 

（２） 県立学校への訪問支援 

 家庭の様子を含め状況が複雑である場合や、学校において対応している教職員

が多数いる場合、対応が長期にわたっていた場合など、電話による確認のみでは

状況把握が困難な場合がある。また、生徒指導課、スクールソーシャルワーカー

（以下「ＳＳＷ」という。）及び当課担当者がそろって状況を確認することが必

要な、比較的重大な場合などもある。その場合、状況に応じて人権教育課等の職

員が当該県立学校を直接訪問して支援を行っている。 
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（３） 庁内の連携と研修の実施 

ア 庁内の連携 

 児童虐待対応においては、市町村福祉担当課や児童相談所、警察、医療機関、

市町村教育委員会など、様々な機関が連携し要保護児童対策地域協議会を組織

して対応に当たっている。そのため、学校がこれらの関係機関と連携すること

はとても重要である。 

 当課はそれらの関係機関と必要に応じて情報共有を図り、特に、福祉機関に

関する内容は、福祉部こども安全課と連携して対応している。 

 また、ＳＳＷが関わっている内容は、生徒指導課と連携して対応している。 

 

イ 児童虐待防止支援研修会 

 児童虐待を受けた児童生徒への効果的な支援及び保護者への適切な対応の在

り方について研修を行うとともに、関係機関の連携を促すことで支援の充実を

図っている。 

（ア） 実施：地区別に２回（令和２年１０月１６日、１１月４日） 

（イ） 対象：学区内に児童養護施設を有する小・中学校及び義務教育学校の児童 

     虐待対応担当者、各市町村教育委員会の児童虐待対応担当者、児童 

     養護施設等職員、母子生活支援施設職員 

（ウ） 参加者数：１３８人（令和２年度実績） 

（エ） 内容 

ａ グループ協議  協議題：「ＤＶと児童虐待の関連について」 

ｂ 指導助言    指導者：大正大学心理社会学部 玉井 邦夫 教授 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 成果と課題 

ア 成果 

 県立学校が児童虐待について児童相談所等へ通告・通報を行った事案につい

て把握し、その情報を基に、学校が対応に迷ったり苦慮したりしている事態に

対し確認や助言を行ったことで、学校でのより適切な対応に資することができ

た。 

研修会の様子① 研修会の様子② 

3



[ここに入力] 

 

 その際、福祉機関やＳＳＷが関与する事案について、庁内及び他機関と連携

することにより、学校への支援がより円滑になった。また、学校、児童養護施

設、行政が一堂に会し児童虐待防止支援研修会を実施したことにより、関係機

関が連携を強化する必要性を参加者に意識付けることができた。 

 

イ 課題 

 各学校等に対して引き続き、基本的な児童虐待対応の在り方について周知し

ていくとともに、各事案に応じて適切なアセスメントを行うための仕組みを組

織として確立する必要がある。 

令和２年度の研修のテーマはＤＶと児童虐待の関連としたが、他にも虐待事

例に即した様々なテーマが考えられる。市町村教育委員会の児童虐待対応担当

者や教員の専門性を高めるには、より多面的な視点で児童虐待に対応できるよ

う研修内容の充実に努める必要がある。 

 

２ 性の多様性を尊重する教育の推進 

 今般、学校現場においては、性的指向や性自認によって困難を抱える児童生徒が

多く、支援を必要とする事案への対応が増加傾向にある。 

そのため、全ての教職員が性の多様性の尊重について正しい理解を深め、個別の

事案に応じ、児童生徒の心情等に配慮した対応が行われることが求められる。 

 

（１） 教職員向けリーフレットの作成・配布 

ア 目的 

 本リーフレットは、全ての教職員が性の多様性について十分理解し、全ての

セクシュアリティの児童生徒が安心して通うことができる学校づくりを推進す

るため、各学校等における研修や取組、相談対応等、様々な機会や場面での参

考資料として活用することを目的とする。 

 

イ 内容 

 性の多様性に関連する調査データや性の在り方（セクシュアリティ）につい

ての基本的な内容をはじめ、アウティングの禁止などの相談対応における留意

点や具体的な取組例等、性的指向や性自認で悩みを抱えている児童生徒への適

切な対応に役立つ内容を掲載した。 

 

ウ 配布とその活用 

 県内の公立学校（さいたま市を除く）の全教職員及び県教育局職員を対象に

令和２年１２月１４日付けで配布した。また、リーフレットの配布と併せて、 

リーフレットを活用するための説明資料の配布及び動画配信を行った。今後は、 

校内研修等における活用について働き掛けていく。 
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（２） 対応状況調査 

ア 目的 

 性的指向・性自認に係る幼児児童生徒への対応について、県内の学校におけ

る実例を確認して共有することにより、各学校で更に適切な対応を推進する。

（前回調査は平成２６年度文部科学省実施） 

 

イ 内容 

（ア） 対応に関する状況調査の実施 

ａ 調査対象学校：県内の公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、 

         高等学校、特別支援学校 

ｂ 調査対象期間：平成２７年４月～令和２年３月 

ｃ 調査内容：性的指向・性自認に係る相談を受けた幼児児童生徒に対する 

         支援・配慮の内容や性の多様性に係る校内での取組状況 

 

（イ） 調査結果の分析報告 

ａ 分析：埼玉大学基盤教育研究センター 渡辺 大輔 准教授 

ｂ 分析報告：最終的な分析報告は令和５年度の予定である。ただし、各市

町村教育委員会、各県立学校に対して年度ごとに暫定報告を

行い、個別の支援・配慮の参考に資するようにする。 

 

（３） 今後の課題 

 性の多様性を尊重する教育を推進するに当たり、引き続き全ての教職員への理

解啓発を行うとともに、児童生徒への理解啓発や指導を行うことが求められる。 

 また、調査結果を踏まえ、児童生徒への具体的な対応の在り方について検討し

ていくことが必要である。 

 

３ 埼玉県ケアラー支援条例に係る取組 

(１) 周知 

 県立学校や市町村教育委員会に対して令和２年３月３１日に公布・施行された

埼玉県ケアラー支援条例の趣旨を周知するとともに、教職員のヤングケアラーの

認識や学校が果たすべき役割などの認識を高めるため、校長をはじめとする学校

の管理職や人権教育担当者に対して啓発を行った。 

 

（２） 課題 

 教職員は、児童生徒の中にヤングケアラーがいるという意識を持って、児童生

徒に接していくことが重要である。学校及び教育機関に対して、ヤングケアラー

の認知度を高め、適切な支援につなぐことができる環境を整備することが必要で

ある。 

 令和２年度中に「埼玉県ケアラー支援計画」が策定される予定であり、その内
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容を踏まえて教育局として行うべき施策について整理していく必要がある。 

 

４ 新型コロナウイルス感染症による偏見や差別の防止 

 新型コロナウイルス感染症の感染者や濃厚接触者等への偏見や差別、誹謗中傷

の事案が全国的に散見されたため、２学期がスタートした時期を捉え、児童生徒

一人一人及び保護者に向けて、偏見や差別、誹謗中傷の防止を図るメッセージを

発出した。 

 本メッセージによって、偏見や差別は決して許されないことを改めて児童生徒

一人一人が自覚し、差別的な言動に同調せず適切な行動がとれる意識の醸成を図

る。あわせて、県内の学校における誹謗中傷等の被害防止の取組を進めていく。 
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